
２ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護 
 

（人員に関する基準） 
 

従業員の員数                                     
 

第５条 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護事業所ごとに置くべき従業者の員数は、常勤換算方法で、２．５

以上とする。 

２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従

事するもののうち事業の規模に応じて１人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。ただし、当該

者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。 
 

●従業者が常勤換算方式で、２．５以上確保されていない。 

●サービス提供責任者が常勤専従の者がいない。サービス提供責任者の配置数が不足している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（運営に関する基準）       

居宅介護計画の作成                                
 

第２６条 サービス提供責任者（第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節において同

じ。）は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容

等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。 

２ サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説

明するとともに、当該居宅介護計画を利用者及びその同居の家族並びに当該利用者又は障害児の保護者に対

して指定計画相談支援（法第五十一条の十七第二項に規定する指定計画相談支援をいう。以下同じ。）又は指

定障害児相談支援（児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第二十四条の二十六第二項に規定する指

定障害児相談支援をいう。）を行う者（以下これらを総称して「指定特定相談支援事業者等」という。）に交付しな

ければならない。 

３ サービス提供責任者は、第一項の居宅介護計画の作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把

握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。 

４ 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。 

【令和６年度制度改正に伴う見直し】 

 

●居宅介護計画が作成・交付されていない。（提供するサービスの内容について、利用者又はその家族に対する

説明が行われておらず、同意も得られていない。） 

●サービス提供責任者が、利用者等の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等

を記載した居宅介護計画を作成していない。 

●居宅介護計画に、利用者の同意及び利用者が交付を受けた旨の確認ができない。 

サービス提供責任者は、以下のいずれかに該当する人数を配置してください。 

① 月間の延べサービス提供時間が概ね４５０時間又は端数を増すごとに１人以上 

② 当該事業所の従業員の数が１０人又はその端数を増すごとに１人以上 

③ 当該事業所の利用者の数が４０人又はその端数を増すごとに１人以上 

④ ③の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人以上配置し、かつ、サービス提供責

任者の業務に主として従事する者を１人以上配置している事業所において、サービス提供責任者が

行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該事業所に置くべきサービス提供責任者の員

数は、利用者の数が５０人又はその端数を増すごとに１人以上とすることができる。 

 

また、居宅介護のほかに重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援事業、介護保険法の事業

（訪問介護事業、介護予防訪問介護事業）を一体的に行っている場合は、それぞれの事業のサービ

ス提供時間、訪問介護員数、及び利用者数を合算して算出してください。これらの算出にあたって

は直近３ケ月の平均値を用いてください。 

なお、人員基準を満たしていない場合は速やかに基準を満たす配置等を行ってください。 

※重度訪問介護のサービス提供時間が多い事業所については、別の取扱いによる人数の配置と

なります。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同居家族に対するサービス提供の禁止                        

 

第２７条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する居宅介護の提供をさせ

てはならない。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ 家族介護と公的サービスの区別が曖昧な事例 

・利用者が居宅介護等を利用するに当たり、利用者の別居の家族であるヘルパーからしか提供を受けていな

い。 

・ヘルパーが居宅介護等を提供するに当たり、当該ヘルパーの別居の家族である利用者にしか提供していない 

・ヘルパーが同居人（戸籍上は家族ではない）である利用者に対してサービス提供を行っている。 

・居宅介護計画が作成されていない、又は作成しているが居宅介護計画の内容に沿ったサービス提供となって

いない。 

 

緊急時等の対応                                  
 

第２８条 従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他

必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じること。 
 

●緊急時に従業者が適切な対応をするための緊急時マニュアルが整備できていない。 

●利用者宅に連絡先一覧（利用者の住所、主治医や家族等の連絡先など）等の整備ができていない。 

●緊急時の対応方法を従業者に周知できていない。 
 

 

 

 

居宅介護計画書の作成に当たっては、利用者の状況を把握・分析し、居宅介護の提供によって

解決すべき課題を明らかにし（アセスメント）、これに基づき、援助の方向性や目標を明確にし

て、担当する従業者の氏名、従業者が提供するサービスの具体的内容、所要時間、日程等を明ら

かにするとともに、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得な

ければなりません。アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱え

る場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等に

ついて丁寧に把握してください。また、居宅介護計画を遅滞なく利用者及びその同居の家族並び

に利用者に対して指定計画相談支援又は指定障がい児相談支援を行う相談支援事業者に交付し

てください。 

 また、サービス提供責任者は、サービス等利用計画を踏まえた居宅介護計画の作成等を可能と

するため、当該相談支援事業者が実施するサービス担当者会議に参加し、利用者に係る必要な情

報を共有する等により相互連携を図るものとしてください。 

なお、モニタリングに際しても相談支援事業者との相互連携を図ることが求められるものであ

り、モニタリング結果を相互に交付すること、サービス担当者会議に出席する等の方法により連

携強化を図るものとしてください。 

                          【令和 6年度制度改正に伴う見直し】 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護に係る指定障がい福祉サービス事業者は、従業者

（ヘルパー）に、当該従業者の同居の家族に対するサービス提供をさせることが禁止されていま

す。これは、家族介護と公的サービスの区別が曖昧になるための規定です。別居の近しい家族に

対するものについては特段の規定がありませんが、当該規定の趣旨を踏まえた事業運営を行って

ください。 

 

※「所要時間」は１回のサービス提供に要する全体の時間をいい、居宅介護計画書はサービスの

具体的内容ごとの時間配分や利用者の生活パターン等を制限するものではありません。計画の内

容に沿いながら、利用者の心身の状況等に応じたサービス提供を行うことが大切であり、実施状

況を踏まえ、内容が大きく異なる場合には、計画の変更を行うこととなります。 

 

 



管理者及びサービス提供責任者の責務                     
 

第３０条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に

行わなければならない。 

２ 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため

必要な指揮命令を行うものとする。 

３ サービス提供責任者は、第二十六条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護

の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。 

４ サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が

自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めな

ければならない。                                               【令和６年度制度改正に伴う見直し】 
 

●管理者がサービス提供等により常時事業所にいることが少なく、従業者の管理、指揮命令、苦情対応等の管理

業務ができていない。 

 

 

 

 

 

 

 

●サービス提供責任者が行っている居宅介護業務が、本来業務の遂行に支障を生じさせている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、業務を画一的にとらえるのではなく、居宅介護事業所の状況や実施体制に応じて適切かつ柔軟に業務を

実施するよう留意するとともに、常に必要な知識の修得及び能力の向上に努めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

管理者は、できる限りサービス提供のシフトには入れないようにしてください。緊急的な利用者

へのヘルパー派遣の対応に、管理者がいつでも対応できる状態にしておいてください。 

運営状況によっては、管理者もシフトによるサービス提供をしなければならない状態の事業所も

ありますが、本来の管理業務ができていて、なおかつ管理者不在時の緊急時等の連絡、対応がで

きるよう体制を整えておかなければなりません。 

管理者の責務を、法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、利用者への

サービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握しながら、従業者及び業務の管理を一

元的に行うとともに、当該指定居宅介護事業所の従業者に基準第二章第四節（運営に関する基準）

の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととし、また、サービス提供責任者の責務を、

指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理を

行うこととしたものです。 

その中で、サービス提供責任者は、利用者に対してのみならず、従業者に対しても、利用者へ

の意思決定支援の実施の観点から必要な助言指導を行うことが求められます。なお、意思決定支

援ガイドラインにおける意思決定支援責任者の役割については、サービス提供責任者の役割と重

複するものですが、サービス提供責任者とは別に意思決定支援責任者となる者を配置した上で、

当該者と業務を分担する等の柔軟な運用を否定するものではないことに留意してください。 

【令和 6年度制度改正に伴う見直し】 

サービス提供責任者が居宅介護業務を行う場合は、本来業務に支障がないよう留意すること。

なお、サービス提供責任者は、居宅介護計画の作成業務のほか、居宅介護に関するサービス内

容の管理について必要な業務として次の業務を行います。 

① 居宅介護の利用の申込みに係る調整をすること。 

② 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。 

③ 他の障がい福祉サービス事業者等と連携を図ること。 

④ 従業者等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況に

ついての情報を伝達すること。 

⑤ 従業者等の業務の実施状況を把握すること。 

⑥ 従業者等の能力や希望を踏まえた業務管理をすること。 

⑦ 従業者等に対する研修、技術指導等を実施すること。 

⑧ その他サービス内容の管理について、必要な業務を実施すること。 

 



【訪問系サービスにおける令和 6年度制度改正に伴う見直し (抜粋)】 

 

１ 居宅介護のサービス提供責任者については、指定基準の解釈通知において、「居宅介護職員初任者研修課

程の研修を修了した者であって、３年以上介護等の業務に従事したものをサービス提供責任者とする」という暫

定措置を設けていましたが、質の向上を図る観点から、廃止されました。 

  ※あわせて、「居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者として配置し、当該者が作成した

居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合は、所定単位数 30％減算する」措置も廃止されました。 

 

  ２ 居宅介護の通院等介助等について、通知が改正され、居宅が始点又は終点となる場合には、障がい福祉サ

ービスの通所系の事業所や地域活動支援センター等から目的地（病院等）への移動等に係る通院等介助等

に関しても、同一の事業所が行うことを条件に、支援の対象となりました。 

  

３ 重度訪問介護について、入院中に特別なコミュニケーション支援を行うための重度訪問介護の利用（現行は、

障がい支援区分６の利用者のみ）について、特別なコミュニケーション支援を必要とする障がい支援区分４及び

５の利用者も対象となりました。 

 

４ 重度訪問介護利用者が重度訪問介護従業者の付添いにより入院する際、その入院前に、重度訪問介護事業

所の職員と医療機関の職員が事前調整を行った場合、当該重度訪問介護事業所が医療機関と連携した支援

について評価されます。 

 

運営規程                                       
 

第３１条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要

事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

【詳細については １．全事業者・施設の共通指導事項 運営規程 第３１条に掲載】 
 

●介護保険事業（訪問介護）と一体運営している事業所において、それぞれの営業日時、通常の事業の実施地域、

サービス提供時間等の内容が相違している。 

●介護保険（訪問介護）と一体で運営する事業所において、訪問介護の運営規程を変更していたが、居宅介護の

届け出を行っていない。 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

（報酬の算定に関する事項） 

特定事業所加算                                     
 

●特定事業所加算の各要件が整っていないにもかかわらず、加算の届け出と算定を行っている。 

●特定事業所加算の加算要件について、定期的な自己点検により当該要件が継続して満たしているかの確認を

行っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険の訪問介護と一体運営（訪問介護事業所の管理者、サービス提供責任者等の常勤従業者

が同じ場合）している事業所は、それぞれの運営規程の内容（営業日時、通常の事業の実施地域

など）が違っていないか確認してください。 

特段理由もなく違う場合は、実態に即して運営規程の変更が必要な場合は変更届を提出してくだ

さい。 

別添の特定事業所加算チェックシートを活用して、確実に加算要件を確認した上で、加算体制

の届出を行い、算定をしてください。 

加算体制を届出た事業所であっても、チェックシートに記載した体制が継続して満たされてい

ない場合は、加算を算定できませんので、毎月、加算体制が満たされているか確認してくださ

い。要件を満たさなくなった場合には加算の体制届の変更を届け出るとともに、過誤により請

求を行った加算分については自主返還してください。 

※詳細の内容については、別添「特定事業所加算チェックシート」（こちらに掲載）によりご確

認ください。 

 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/63674/f-08.pdf


５ 重度訪問介護の熟練従業者による同行支援の見直し 

・重度訪問介護における熟練従業者の同行支援をより評価する観点から、熟練従業者及び新任従業者の報酬につ

いて見直しがされました。 

・医療的ケア等の専門的な支援技術が必要な重度訪問介護加算対象者（15％加算対象者）に対する支援につい

て、 採用から６か月以内の新任従業者に限らず、重度訪問介護加算対象者（15％加算対象者）に対する支援に

初めて従事する従業者も、 熟練従業者の同行支援の対象となりました。 

 

６ 行動援護のサービス提供責任者及び従業者の要件における、「介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護

従業者養成研修課程修了者とみなす」という経過措置について、令和９年３月 31 日 まで延長し、その後廃止され

ます。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 生活介護 

（人員に関する基準） 
従業員の員数                                      
 

第７８条 指定生活介護事業者が、指定生活介護事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。 

一 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

二 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第九章、第十章及び第十九章において

同じ。）、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員 

イ 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、指定生活介護の単位ごと

に、常勤換算方法で、（１）から（３）までに掲げる平均障害支援区分（厚生労働大臣が定めるところにより算定し

た障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ、それぞれ（１）から（３）までに掲げる数とする。 

（１） 平均障害支援区分が四未満 利用者の数を六で除した数以上 

（２） 平均障害支援区分が四以上五未満 利用者の数を五で除した数以上 

（３） 平均障害支援区分が五以上 利用者の数を三で除した数以上 

ロ 看護職員の数は、指定生活介護の単位ごとに、一以上とする。 

ハ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退

を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数とする。 

ニ 生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに、一以上とする。 

三 サービス管理責任者 指定生活介護事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ

イ又はロに掲げる数 

イ 利用者の数が六十以下 一以上 

ロ 利用者の数が六十一以上 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得

た数以上 

２ 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

３ 第一項の指定生活介護の単位は、指定生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対し

て一体的に行われるものをいう。        【令和６年度制度改正に伴う見直し】  （第４項から第７項は省略） 

 

● 看護職員が配置されていない。(⇒人員欠如減算が必要です。「人員欠如減算」の項目参照 

● 看護職員は配置されているが、利用者の障がいの程度や状態像から見て、配置状況が非常に少なく適切な
サービス体制が確保されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師）が、一以上必要であるが配置されていない場

合は人員欠如減算に該当します。必要とされる人員から１割を超えて減少した場合はその翌月か

ら、1 割の範囲内で減少した場合はその翌々月からいずれも解消されるに至った月まで減算とな

ります。減算となった月から 3 月未満の月については所定単位の１００分の７０で算定し、3 月

以上の月は所定単位の１００分の５０で算定してください。 

 

生活介護における看護職員は、人員基準上、「１以上」配置すべきこととなっており、常勤換算

方法により１人を配置することを求めているものではありませんが、各事業所における利用者の

障がいの程度や状態像を踏まえ、適切なサービス提供が確保される必要があることに留意してく

ださい。 

また、看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機

関への通院等により対応することが可能であり、医師を配置しない取扱いとした場合（事前届出

が必要）においては、所定単位数の減算が必要となります。（医師配置が無い場合の減算）   



（運営に関する基準）  

職場定着のための支援の実施         
                                                

第８５条の２ 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が

提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援セ

ンター（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）第二十七条第二項に規定す

る障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。）等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から六

月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新た

に雇用された障害者が、第二百六条の二に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に定

める支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第二百六条の三第一項に規定

する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。    【令和６年度制度改正に伴う見直し】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（報酬の算定に関する事項） 

生活介護サービス費          

・サービス提供時間ごとの基本報酬の設定 

基本報酬は営業時間で設定されていますが、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系とするため、

基本報酬の設定については、障害支援区分ごと及び利用定員規模に加え、サービス提供時間別に細やかに設定

されました。なお、サービス提供時間については、医療的ケアが必要な者や盲ろう者など、障がい特性等により利

用時間が短時間にならざるを得ない者への配慮として、個別支援計画に定めた標準的な支援時間で算定すること

を基本とすることなど一定の配慮が設けられました。また、従業員の配置員数を算出する際に必要な前年度の平

均利用者数の算出については、サービス提供時間が考慮されます。 （サービス提供時間が５時間以上７時間未満

の利用者は、前年度の平均利用者数の算出の際、１人ではなく 0.75 人として計算し、５時間未満の利用者は、0.5

人と計算します。短時間の利用者のニーズに応じたサービス提供も可能であり、例えば、短時間の利用者を午前・

午後に分けて受け入れることも可能。）                        【令和６年度制度改正に伴う見直し】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所要時間による区分については、現に要した時間により算定されるのではなく、生活介護計画に

基づいて行われるべき指定生活介護等を行うための標準的な時間に基づき算定されるものです。こ

の所要時間については、原則として、送迎に要する時間は含まれません。 

生活介護計画の見直しを行い、標準的な時間を定めた上で、その標準的な時間に基づき算定する

ものですが、令和６年４月から生活介護計画の見直しまでの間は、前月の支援実績等や、本人の利

用意向の確認を行うことにより、標準的な時間を見込むものとしてください。 

なお、生活介護計画に位置づけられた標準的な時間と実際のサービス提供時間が合致しない状況

が続く場合には、生活介護計画の見直しを検討してください。【令和6年度制度改正に伴う見直し】 

当該障がい者に就労定着支援に係る利用の意向を確認し、希望があるとき、当該事業者において

一体的に指定就労定着支援事業を実施している場合には、当該事業者は就職後６月経過後（労働

時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に

必要とするものとして就労移行支援等を受けた障がい者については、当該就労移行支援等を受け

た後、就労を継続している期間が６月経過後）に円滑な就労定着支援の利用が開始できるよう、

当該指定就労定着支援事業者、指定特定計画相談支援事業者その他関係機関との連絡調整を図っ

た上で、当該指定就労定着支援事業者による職場への定着のための支援に繋げるよう努めてくだ

さい。当該生活介護事業者において指定就労定着支援事業を実施していない場合には、指定特定

計画相談支援事業者その他関係機関との連絡調整を図った上で、当該事業者以外が実施する指定

就労定着支援事業者による職場への定着のための支援に繋げるよう努めてください。 

なお、就労定着支援に係る利用の希望がない場合においても、利用者に対する適切な職場への

定着のための相談支援等が継続的に行われるよう、指定特定計画相談支援事業者等と必要な調整

に努めてください。               【令和6年度制度改正に伴う見直し】 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（答） 

  標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、例えば、

以下のように、合計のサービス提供時間とその内訳がわかるように記載すること。 

（イメージ） 

・サービス提供時間 ４時間 

・送迎に係る配慮 １時間 

・障害特性に係る配慮 30 分 

・送迎時の移乗等 30 分 

---------------------------------- 

合計のサービス提供時間 ６時間 

      

（令和６年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する QA VOL.１より抜粋） 

また、所要時間に応じた基本報酬を算定する際には、次に留意してください。 

ア 当日の道路状況や天候、本人の心身の状況など、やむを得ない事情により、その日の所要時

間が、生活介護計画に位置付けられた標準的な時間よりも短くなった場合には、生活介護計画

に位置付けられた標準的な時間に基づき算定して差し支えないこと。 

イ 利用者が必要とするサービスを提供する事業所が当該利用者の居住する地域にない場合等で

あって、送迎に要する時間が往復３時間以上となる場合は、１時間を生活介護計画に位置付け

る標準的な時間として加えることができる。 

なお、ここでの片道とは送迎車両等が事業所を出発してから戻ってくるまでに要した時間の

ことであり、往復は往路（片道）と復路（片道）の送迎に要する時間の合計である。 

ウ 医療的ケアスコアに該当する者、重症心身障がい者、行動関連項目の合計点数が 10 点以上

である者、盲ろう者等であって、障がい特性等に起因するやむを得ない理由により、利用時間

が短時間（サービス提供時間が６時間未満）にならざるを得ない利用者については、日々のサ

ービス利用前の受け入れのための準備やサービス利用後における翌日の受け入れのための申

し送り事項の整理、主治医への伝達事項の整理などに長時間を要すると見込まれることから、

これらに実際に要した時間を、１日２時間以内を限度として生活介護計画に位置付ける標準的

な時間として加えることができる。 

なお、やむを得ない理由については、利用者やその家族の意向等が十分に勘案された上で、

サービス担当者会議において検討され、サービス等利用計画等に位置付けられていることが前

提であること。 

エ 送迎時に実施した居宅内での介助等（着替え、ベッド・車椅子への移乗、戸締り等）に要す

る時間は、生活介護計画に位置付けた上で、１日１時間以内を限度として、生活介護計画に位

置付ける標準的な時間として加えることができる。 

オ 実際の所要時間が、居宅においてその介護を行う者等の就業その他の理由により、生活介護

計画に位置付けられた標準的な時間よりも長い時間に及ぶ場合であって、日常生活上の世話を

行う場合には、実際に要した時間に応じた報酬単価を算定して差し支えないこと。 

【令和6年度制度改正に伴う見直し】 

問 29 生活介護計画における標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事

項に該当する者の場合、どのように記載するのか。 



 

４ 短期入所 
     

 福祉型強化短期入所サービスにおいて、医療的ケア児者の入浴支援等、日中の支援ニーズに応えるサービス類

型を評価する基本報酬が創設されました。また、福祉型短期入所サービスについては、医療的ケア児者を受け入

れて対応している場合や、障がい支援区分５・６の障害者を多く受け入れている場合に、医療的ケアを行う体制を

評価するための加算が創設されました。さらに医療型短期入所サービスの利用を希望する医療的ケア児者に対し

て、利用する前から、事前に自宅へ訪問し、医療的ケアの手技等を確認した上で、新たに受け入れた場合を評価

するための加算が創設されました。                          【令和６年度制度改正に伴う見直し】 

 

 

（運営に関する基準） 
 

サービスの提供の記録                                
 

第１９条（準用） 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、当該指定短期入所の提供日、内容そ

の他必要な事項を、指定短期入所の提供の都度記録しなければならない。 

２ 指定短期入所事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障がい者等から指定短期入所を提供

したことについて確認を受けなければならない。 
 

●入所又は退所の日時が記録されていない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（報酬の算定に関する事項） 
短期入所サービス費                                  
 

●夕方に入所した日や午前中に退所した日に福祉型短期入所サービス費（Ⅰ）又は(Ⅲ)を算定している。 

 

 

 

 

◆厚生労働省Ｑ＆Ａ（平成 21年 4月 1日）抜粋 

Ｑ  次のような場合には、どの短期入所サービス費を算定すればよいか。 

例①  障がい者が日中他の障がい福祉サービスを利用し、夕方から福祉型短期入所を利用し、翌日の早朝に

帰宅する場合。  

例②  障がい児が、昼前から福祉型短期入所を利用し、翌日に朝から支援学校に通った場合。 

 

Ａ  福祉型短期入所サービス費については、日中に短期入所サービスの提供を行う場合に、福祉型短期入所サ

ービス費（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定することとし、それに該当するかどうかは当該短期入所における昼食の提供を

もって判断してください。昼食の提供を行わない場合には、日中においてサービスを提供してないと整理して、

福祉型短期入所サービス費（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定します。 この考え方に立つと、  

答① ・・・ 福祉型短期入所サービス費（Ⅱ）を２日分算定する。  

答② ・・・ １日目は福祉型短期入所サービス費（Ⅲ）を、２日目は（Ⅳ）を算定する。  

 

 

 

 

 

日中活動サービス等の利用の有無にかかわらず、短期入所事業所において日中におけるサービス

を提供していない場合は、福祉型短期入所サービス費（Ⅱ）又は(Ⅳ)を算定すること。 

サービスを提供した際の記録については具体的なサービス内容と心身の状況を記載しますが、

「入所、退所の日時」のほか「送迎の方法（家族の送迎か、事業所の送迎か等）」の記載を忘れ

がちです。特に、短期入所事業所から学校や日中活動の場等に出かけて、その後再び指定短期

入所を提供する場合、退所、入所として取り扱わなくてはなりません。 

 

同一法人内の複数の事業所において、同一利用者へサービスを提供する場合、その利用者の状態

や意向を踏まえることなく、当該事業所間で短期入所を繰り返すことは望ましくありません。  



 

５ 重度障がい者等包括支援 

 

行動援護等の訪問系サービスの資格要件を満たした者がサービス提供を行う場合に、質の高い支援の実施とし

て評価されます。 

 複数のサービス事業者による利用者への支援を行うにあたり、その事業者の担当者を招集して、利用者の心身

の状況やサービスの提供状況の確認等を行った場合に、その連携した支援について評価されます。 

【令和６年度制度改正に伴う見直し】 

 

（運営に関する事項）                      

重度障がい者等包括支援計画の作成等                            

※サービス提供責任者の要件については、1人以上は「常勤」となっています。 

また、重度障がい者等包括支援事業所が指定計画相談を行う場合、相談支援専門員がサービス提供責任者を

兼務することは差し支えありません。 
 

６ 自立訓練（機能訓練、生活訓練） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３４条 サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえ

て、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記載した重度障害者等包括支援計画を作成しなければなら

ない。 

２ サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその

内容を説明するとともに、当該重度障害者等包括支援計画を利用者及びその同居の家族並びに指定特定相談

支援事業者等に交付しなければならない。 

３ サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画作成後においても、当該重度障害者等包括支援計画

の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該重度障害者等包括支援計画の変更を行うものとする。 

４ 第一項及び第二項の規定は、前項に規定する重度障害者等包括支援計画の変更について準用する。 

【令和６年度制度改正に伴う見直し】 

 

①社会生活の自立度評価指標（ SIM ）の活用と報酬上の評価（宿泊型自立訓練を除く） 

・標準化された支援プログラムの実施と客観的な指標に基づく効果測定を行い、これらの内容を公表している

事業所が評価されます。 

② ピアサポートの専門性の評価（宿泊型自立訓練を除く。） 

・利用者の自立に向けた意欲の向上や、地域生活を続ける上での不安の解消等に資する観点から、ピアサポ

ートの専門性を評価する。 

③ 支援の実態に応じた報酬の見直し（宿泊型自立訓練） 

・日中支援加算について、支援を提供した初日から評価を行う。   【令和６年度制度改正に伴う見直し】 



７ 就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型、就労定着支援 
 

（運営に関する基準）       

実習の実施 ※基準は、就労移行支援を引用                                      
 就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型は第１９３条                             
 

第１８０条 指定就労移行支援事業者は、利用者が第184条において準用する第58条の就労移行支援計画に基

づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。  

２  指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・

生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の意向及び適性を踏まえて行うよう努め

なければならない。 

 

●施設外のサービス提供又は施設外就労を含めた個別支援計画が事前に作成されていない。 

●施設外支援、施設外就労の提供が、当該事業所の運営規程に位置づけられていない。 

●施設外支援において、施設外でのサービス提供中の状況等について、日報を作成していない。 

●施設外就労において、施設外就労先の企業と請負作業に関する契約を締結していない。 

 

 

 

 

 

※関連通知文書： 

就労移行支援、就労継続支援事業（A 型・B 型）における留意事項について（平成１９年４月２日付け障障発第０４０

２００１号）（当該通知文書はこちらに掲載しています。） 

 

雇用契約の締結等（就労継続支援Ａ型のみ）                  
 

第１９０条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、当該就労継続支援Ａ型の提供に当たっては、利用者と雇用契約

を締結しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援Ａ型事業者（多機能型により指定就労継続支援Ｂ型の事業を

一体的に行う者を除く。）は、規則第６条の１０第２号（雇用契約に基づく就労が困難である者に対する支援）に規

定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援Ａ型を提供することができる。 
 

●就労継続支援Ａ型事業において、利用者と雇用契約を締結していない。（就労継続支援Ａ型及びＢ型を多機能型

事業所として運営している場合は、Ａ型の利用者とは全員雇用契約を締結しなければなりません。（雇用契約によ

らない利用者を除く） 

●就労継続支援Ａ型（雇用契約あり）の利用者を、最低賃金の額を下回る賃金で就労させていた。（労働基準監督

署より最低賃金の減額の特例を受けた場合は除く。） 

●就労継続支援Ａ型（雇用契約あり）の利用者を、雇用保険等に加入させていなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績の報告については、報酬請求に当たり、毎月の報告は不要となりましたが、施設外就労の実

績記録書類については作成・保存してください。【令和６年度制度改正に伴う見直し】 

指定就労継続支援Ａ型利用者のうち、雇用契約を締結した者については、労働基準法等労

働関連法規の適用を受ける労働者に該当しますので、契約上の賃金を支払わなくてはなり

ません。また、雇用保険等の加入も必要です。 

雇用契約によらない利用者については、労働者には該当しないことから、これらの作業内

容及び作業場所を区分するなど、利用者が提供する役務と工賃との関係が明確になるよう、

配慮してください。 

https://www.mhlw.go.jp/content/001261445.pdf


賃金及び工賃（就労継続支援Ａ型のみ）                           

 

第１９２条 指定就労継続支援A型事業者は、第１９０条第１項の規定による利用者が自立した日常生活又は社

会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。 

２  指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控

除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。 

３  指定就労継続支援A型事業者は、第１９０条第２項の規定による利用者（以下この条において「雇用契約を

締結していない利用者」という。）に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経

費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

４  指定就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生活又は社会生活を

営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

５  第３項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均

額は、三千円を下回ってはならない。  

６  賃金及び第３項に規定する工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならな

い。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 

 

 

工賃の支払い等（就労継続支援Ｂ型のみ）                         
 

第２０１条 指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う者（以下「指定就労継続支援Ｂ型事業者」という。）は、利用者

に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃とし

て支払わなければならない。  

２  前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる一月当たりの工賃の平均額（第四項において「工賃の

平均額」という。）は、三千円を下回ってはならない。  

３  指定就労継続支援Ｂ型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、

工賃の水準を高めるよう努めなければならない。  

４  指定就労継続支援Ｂ型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年

度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければならな

い。   

なお、府指定条例及び同条例施行規則では、工賃の平均額が３千円を下回った場合の計画の作成、提出につい

て規定しています。 

（平成２４年大阪府条例第１０７号抜粋） 

第１８９条第５項 指定就労継続支援Ｂ型事業者は、前項の利用者に対し支払われた工賃の平均額が三千円を

下回ったときは、規則で定めるところにより、工賃の水準を高めるための計画を作成し、知事に提出しなければ

ならない。 

（同条例施行規則抜粋） 

第２３条 条例第１８９条第５項の工賃の水準を高めるための計画には、次に掲げる事項を記載し、知事が別に

定める期限までに提出しなければならない。 

１ 工賃の現状及び課題 

２ 工賃の引上げに関する目標 

３ 具体的な取組の内容 

４ 計画の推進体制 

５ 前三号に掲げるもののほか、工賃の水準を高めるために必要な事項 

●就労継続支援Ｂ型利用者の工賃の支払いについて、生産活動にかかる事業の収入から事業に必要な経費を控

除した額を支払っていない。また、工賃規程が作成されておらず、支払いの基準が明確になっていない。 

●多機能型で運営している事業所において、事業ごとに工賃の支払いが区分されていない。 

●就労継続支援Ｂ型において、工賃の目標水準を設定していない。 

●就労継続支援Ｂ型において、工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に

通知していない。 

 

 

 

 

 

生産活動にかかる会計（就労支援事業会計）は、「指定障がい福祉サービス基準」に基づく

会計（訓練等給付に係る会計）とは別に区分すること。また、収支を明確にし、工賃の積算

根拠がわかるようにしてください。なお、工賃の支払いに当たっては、工賃規程を定めると

ともに、利用者にわかりやすく説明することが必要です。 

 



【就労系サービスにおける令和 6年度制度改正に伴う見直し (抜粋)】 

※各基本報酬の算定については、報酬告示及び留意事項通知等によりご確認ください。 

 

１ 就労系障がい福祉サービスにおける横断的な改定事項 

 ①就労系障がい福祉サービスを一時的に利用する際の評価（就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型） 

一般就労中の障がい者が就労継続支援を一時的に利用する際の評価について、就労継続支援Ａ型の基本報

酬を算定する際のスコア評価項目における平均労働時間の計算や、就労継続支援Ｂ型の基本報酬を算定する

際の平均工賃月額の計算から、当該障がい者の労働時間と工賃を除くこととします。 

 

②休職期間中に就労系障がい福祉サービス等を利用する際の対応（就労移行支援 ・ 就労継続支援Ａ型・就労

継続支援Ｂ型・生活介護・自立訓練） 

一般就労中の障がい者が休職期間中に就労系障がい福祉サービスを利用する際、当該休職者を雇用する企

業や医療機関等による復職支援の実施が見込めない場合等の現行の利用条件や、一般就労中の障がい者が

休職期間中に復職支援として生活介護や自立訓練を利用する際の条件について、改めて事務連絡で周知すると

ともに、支給申請の際に、当該障がい者の雇用先企業や主治医の意見書等の提出を求めることとします。 

 

 ③基礎的研修開始に伴う対応（就労移行支援及び就労定着支援） 

令和７年度より独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が実施する基礎的研修（以下「基礎的研修」

という。）が開始されることに伴い 、就労移行支援事業所の就労支援員及び就労定着支援事業所の就労定着支

援員は基礎的研修の受講を必須とすることを通知で明記されました。ただし、令和９年度までは経過措置として、

基礎的研修を受講していない場合でも指定基準を満たすものとして取り扱います。 

 

 ④施設外支援に関する事務処理の簡素化（就労移行支援及び就労継続支援Ａ型・就労継続支援Ｂ型） 

施設外支援について、通知を改正し、１ヶ月ごとに個別支援計画について見直しが行われている場合に、報酬

を算定することとなりました。 

 

２ 就労移行支援 

・支援計画会議実施加算の見直し 

   地域の就労支援機関等と連携して行う支援計画会議の実施を促進する観点から、会議前後にサービス管理責

任者と情報を共有することを条件に、サービス管理責任者以外の者が出席する場合でも加算の対象となりまし

た。また、地域の就労支援機関等と連携することにより、地域のノウハウを活用し支援効果を高めていく取組であ

る加算であることから、加算の名称が地域連携会議実施加算に変更されました。 

 

 ３ 就労継続支援 A型 

   経営状況の改善や一般就労への移行等を促すため、スコア方式による評価項目について、以下のように見直

すとともに、通知を改正し、情報公表制度におけるスコアの公表の仕組みが設けられました。 

・事業者の経営改善への取組が一層評価されるよう、「生産活動」のスコア項目の点数配分を高くするなど、 

各評価項目の得点配分の見直しが行われました。 

・労働時間の評価について、平均労働時間が長い事業所の点数が高く設定されました。 

・生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点され

ます。 

・利用者の知識及び能力の向上のための支援の取組を行った場合について新たな評価項目が設けられまし

た。 

・経営改善計画書未提出の事業所及び数年連続で経営改善計画書を提出しており、運営基準を満たすことが

できていない事業所への対応として、自治体による指導を行うとともに、経営改善計画に基づく取組を行ってい

ない場合について新たにスコア方式に減点項目が設けられました。 

 ※関連通知：・厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について 

（令和６年３月２９日障発 0329第４１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

 

※関連通知： ・就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて 

（平成１８年１０月２日社援発 1002001号厚生労働省社会・援護局長通知） 

・就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについての一部改正はこちら 

・就労支援事業会計の運用ガイドラインについて（令和４年４月７日社援発事務連絡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/001261444.pdf
00_主な指摘事項のリンク用資料/02_（別紙）新旧対照表.pdf
00_主な指摘事項のリンク用資料/02_（別紙）新旧対照表.pdf
https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1002-1.html
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/dl/tsuuchi-h25-0329-66-01.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090080/jigyoshido/jiritu_top/r4-syurou.html


４ 就労継続支援 B型 

①平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し 

・工賃の更なる向上のため、平均工賃月額に応じた報酬体系について、平均工賃月額が高い区分の基本報酬 

の単価を引上げ、低い区分の基本報酬の単価が引下げられました。 

・「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系について、収支差率を踏まえて 

基本報酬を見直し、短時間の利用者が多い場合の減算が設けられました。 

・多様な利用者への対応を行う事業所について、さらなる手厚い人員配置ができるよう、新たに人員配置６：１の

報酬体系が創設されました。 

・６：１の基本報酬の創設に伴い、目標工賃達成指導員配置加算の要件を見直すとともに、目標工賃達成指導員

配置加算を算定している事業所が、工賃向上計画に基づき、工賃を実際に向上させた場合に加算で評価され

ます。 

 

②平均工賃月額の算定方法の見直し 

事業所の中には、障がい特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、通知

を改正し、基本報酬を算定する際の平均工賃月額の算定方法について、平均利用者数を用いた新しい算定式

が導入されました。 

［見直し後］ 

前年度の平均工賃月額の算定方法は以下のとおり。 

ア 前年度における工賃支払総額を算出 

イ 前年度における開所日１日当たりの平均利用者数を算出 

前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数 

ウ 前年度における工賃支払総額（ア）÷前年度における開所日１日当たりの平均利用者数（イ）÷ 12 月に

より、１人当たり平均工賃月額を算出 

※上記算定式の導入に伴い、令和６年３月３１日までの算定方式における除外要件は廃止されました。 

 

５ 就労定着支援 

①就労定着率のみを用いた報酬設定 

基本報酬について、利用者数に応じた報酬体系ではなく、就労定着率のみに応じた報酬体系となりました。 

  

  ②定着支援連携促進加算の見直し 

地域の就労支援機関等と連携して行うケース会議の実施を促進する観点から、会議前後にサービス管理責

任者と情報を共有することを条件に、サービス管理責任者以外の者が出席する場合でも加算の対象となりま

す。また、地域の就労支援機関等と連携することにより、地域のノウハウを活用し支援効果を高めていく取組で

ある加算であることから、加算の名称が地域連携会議実施加算に変更されました。 

 

  ③支援終了の際の事業所の対応 

就労定着支援終了にあたり、職場でのサポート体制や生活面の安定のための支援が実施されるよう、適切

な引き継ぎのための体制を構築していない場合について減算が設けられました。 

 ≪支援体制構築未実施減算 【新設】≫ 

就労定着支援の終了後も引き続き一定期間の支援が必要と見込まれる利用者の状況等（以下「要支援者情

報」という。）について、適切な引き継ぎのための以下の措置を講じていない場合に、所定単位数の 100分の 10

に相当する単位数が所定単位数から減算されます。 

・要支援者の雇用先企業及び就労支援等の関係機関への要支援者情報の共有に係る指針の策定・責任者

の選任 

・要支援者の雇用先企業及び就労支援等の関係機関への要支援者情報の共有の状況に係る記録の作成

及び保存 

  

  ④就労移行支援事業所等との一体的な実施 

就労移行支援事業所等との一体的な運営を促進する観点から、通知を改正し、本体施設のサービス提供に

支障がない場合、就労移行支援事業所の職業指導員等の直接処遇職員が就労定着支援に従事した勤務時

間を、就労定着支援員の常勤換算上の勤務時間に含めることができます。 

 【令和６年度制度改正に伴う見直し】 

 



８ 自立生活援助     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①対象者の明確化 

同居する家族に疾病、障がい等のない場合でも、本人の生活環境が大きく変わるタイミングなどに手厚い

支援が必要となる場合に、サービスを利用できる対象者を明確化されました（地域定着支援も同様。）。 

②集中的に支援が必要な対象者に支援を行った場合の評価 

・利用者の支援の必要性に応じて、月に６回以上訪問による支援を集中的に実施した事業所に対する集

中支援加算が新設されました。 

・効果的な支援の提供が可能と認められる場合には、月１回の訪問に加えて、テレビ電話等を活用した支

援が可能となるよう、サービス提供の方法を弾力化するとともに、支援の実態に応じた基本報酬区分が新

設されました。 

③人員配置基準の弾力化 

・併設する事業所において地域相談支援の業務に従事する相談支援専門員を配置することで、自立生活

援助事業所のサービス管理責任者とみなすことができるよう、人員基準が見直されました。 

・サービス管理責任者を常勤専従で配置する場合には、他の日中活動系サービスと同様に、配置基準が 

60 ：１となりました。                             【令和６年度制度改正に伴う見直し】 



９ 共同生活援助    

（人員に関する基準） 

従業者の員数                                      
 

●世話人の人員配置区分について、事業所全体で、必要数を満たしていない。 

●夜間時間帯以外のサービス提供時間帯において世話人、生活支援員の員数が必要数を満たしていない 

 ⇒必要数を満たせていない場合は、人員配置区分を見直し、必要員数を満たした配置区分による報酬算定、又

は人員欠如減算を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

（運営に関する基準） 

利用者負担額等の受領                                 

 

第２１０条の４ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定

共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者

から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定共同生活援助事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に

要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 

一 食材料費 

二 家賃（法第三十四条第一項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合（同条第二項に

おいて準用する法第二十九条第四項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活

援助事業者に支払われた場合に限る。）は、当該利用者に係る家賃の月額から法第三十四条第二項において準

用する法第二十九条第五項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の

額を控除した額を限度とする。） 

三 光熱水費 

四 日用品費 

五 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活にお

いても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定共同生活援助事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用

の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 

５ 指定共同生活援助事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害

者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他受領が可能な費用の範囲】 

 基準第 210 条の４第３項は、指定共同生活援助事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、

指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、ア 食材料費、 イ 家賃、 ウ 光

熱水費、エ 日用品費、オ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決

定障がい者に負担させることが適当と認められるものの支払を受けることができることとし、訓

練等給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払

を受けることは認めないこととしたものです。 

なお、オの具体的な範囲については、「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の

取扱いについて」（平成 18年 12月６日障発第 1206002号厚生労働省社会・援護局障害保健

福祉部長通知）によるものとします。 

（以降省略）

世話人の人員配置区分については、共同生活住居ごとに配置要件を満たしているだけでは足り

ず、事業所全体で、必要員数を満たす必要があります。 

世話人及び生活支援員については、指定共同生活援助事業所ごとに、利用者の生活サイクルに応

じて、一日の活動終了時刻から開始時刻までを基本として、夜間時間帯を設定するものとし、当

該時間以外の時間帯において、指定共同生活援助の提供に必要な員数を確保するものとすること

が必要です。 

 

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/63674/e-01.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/63674/e-01.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/63674/e-01.pdf


 

 

 

 

 

 

 

●入居時に利用者から協力金や一時金などの名目で費用を徴収しているが、費用の使途が不明確で、退去の際

の返還額等の取り決めが不適切。 

●利用者から徴収する費用について、家賃、光熱水費、食材料費、日用品費等の内訳が不明確で、徴収金額の根

拠が示されていない。 

●家賃等について、空き居室の家賃を利用者に負担させるなど運営規程に定められた金額と異なる金額を利用者

から徴収している。 

●食材料費、光熱水費等の精算が行われていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆運営規程の記載例 

（利用者から受領する費用の額等） 

第●条 指定共同生活援助を提供した際には、利用者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払

を受けるものとする。 

２ 法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、利用者から法第29条第3項の規定により算定

された訓練等給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定共同生活援助の内容、費

用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。 

３ 次に定める費用については、毎月○○日に翌月分を利用者から徴収（ただし、体験利用に係るものについて

は利用日数に合わせ按分した額とする。）し、徴収した月の翌月末又は利用契約書第○条の規定により利用

契約を終了した日に精算し、残金が生じたときは、利用者にその残金を返還するものとする。 

（１）家  賃     A居室：月額○○○○○円、B居室：月額○○○○○円、C居室：月額○○○○○円 

（２）光熱水費    A居室：月額○○○○○円、B居室：月額○○○○○円、C居室：月額○○○○○円 

（３）食材料費    月額○○○○○円 

（４）日用品費等日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と

認められるもの  月額○○○○○円 

４ 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び

費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。 

５ 第１項及び第２項の費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者

に対し交付するものとする。 

６ 第３項に規定する額を徴収したときは、当該費用に係る現金預かり証を、また、同項の規定による精算を行っ

た時は、現に要した費用に係る証拠書類に基づき利用者に対して負担を求めることとなった金額及びその内

訳を記載した書類並びに領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。 

※利用者から徴収する費用の種類、金額、徴収する時期等、精算の時期等を明確かつ具体的に記載する。 

※家賃の額は、住居ごとの「月額×定員」が、設置者が家主から賃借した金額を超えてはならない。 

利用者から徴収している「修繕積立金」（○○円／月）については、次の手続きにより運用する

ことが必要です。 

① 積立金に関してあらかじめ文書で説明し同意を得ること。 

② 積立金を用いた修繕の対象となる設備の品目等を明確にすること。 

③ 積立金を用いた修繕に係る台帳を作成し適正に管理すること。 

④ 積立金は、その会計を明確にして、経理を適正に処理すること。 

⑤ 利用者に対して一定期間ごとに積立金の会計を報告すること。 

⑥ 積立金は、利用者が退去した場合等、必要に応じて精算すること。 

事業者は、利用者から費用を徴収する場合には、運営規程に定め、当該費用の内容について、

重要事項説明書等により利用者に説明を行い、利用者の同意を得なければなりません。その際

には家賃、光熱水費、食材料費、日用品費等の内訳を明確にしなければなりません。また、利

用者から徴収した食材料費等については、一定の期間ごとに精算し、残金が生じたときは、利

用者にその残金を返還してください。 

【食材料費の取扱い】 

 食材料費として徴収した額については適切に管理するとともに、結果としてあらかじめ徴収した

食材料費の額に残額が生じた場合には、精算して利用者に当該残額を返還することや、当該事業

所の利用者に対する今後の食材料費として適切に支出する等により、適正に取り扱う必要があり

ます。また、食材料費の額やサービスの内容については、サービス利用開始時及びその変更時に

おいて利用者に説明し、同意を得るとともに、食材料費の収支について利用者から求められた場

合に適切に説明を行う必要があります。      【令和６年度制度改正に伴う見直し】 



第２１０の７ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民の代

表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。以下この条及び第二百十三条の十において「地域連携推進会議」

という。）を開催し、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告する

とともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は、地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年に一回以上、当該地域連携推

進会議の構成員が指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けなければならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は、第二項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を

公表しなければならない。 

５ 前三項の規定は、指定共同生活援助事業者がその提供する指定共同生活援助の質に係る外部の者による評

価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものを講じている場合

には、適用しない。                                  【令和６年度制度改正に伴う見直し】 

 

地域との連携等                    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 基準第 210 条の７第１項は、指定共同生活援助の事業が地域に開かれた事業として行われ

るよう、指定共同生活援助事業者は、地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行

う等の地域との交流を図らなければならないこととなりました。 

② 同条第２項に定める地域連携推進会議は、指定共同生活援助事業所が、利用者及びその家族、

地域住民の代表者、福祉や経営について知見を有する者並びに市町村の担当者等に対し、提供

しているサービス内容等を明らかにし、地域との連携により、効果的な事業運営、サービスの

透明性及び質の確保、利用者の権利擁護等を目的として設置するものであり、各事業所が自ら

設置し、おおむね年１回以上開催しなければなりません。この地域連携推進会議は、事業所の

指定申請時には、既に設置されているか、確実な設置が見込まれることが必要となります。 

  地域連携推進会議は、ウェブ会議システム等を活用して行うことができますが、厚生労働省「福

祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」等を遵守してください。 

③ 地域連携推進会議の開催のほか、おおむね１年に１回以上、地域連携推進会議の構成員（以下

「地域連携推進員」という。）が指定共同生活援助事業所を見学する機会を設けてください。な

お、当該事業所が複数の共同生活住居（サテライト型住居を含む。）を設置している場合は、全

ての住居に外部の目を入れ透明性を確保することが必要であることから、住居ごとにおおむね

年１回以上、地域連携推進員が見学する機会を設定してください。 

  なお、居室の見学については、当該居室の利用者の了承を得た上でなければ、行ってはなりま

せん。 

④ 地域連携推進会議における報告等の記録は、同条第４項の規定に基づき、５年間保存してくだ

さい。 

⑤ 同条第５項に規定に基づき、地域連携推進会議の設置等に代えて、外部の者による評価及び当

該評価の実施状況の公表等の措置を実施する場合は、サービスの第三者評価等の実施状況（実

施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果）を公表するとともに、その記録を

５年間保存してください。 

なお、５項の規定による措置を講じる場合、おおむね一年に一回以上実施する必要がありま

す。（厚生労働省へ確認済） 

⑥ 地域連携推進会議の設置等に係る義務付けの適用に当たっては、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく指定障がい福祉サービスの事業等の人員、設備及び

運営に関する基準等の一部を改正する命令（令和６年内閣府・厚生労働省令第 10 号）附則第

２条において、１年間の経過措置を設けており、令和７年３月 31 日までの間は、努力義務と

されています。                  【令和６年度制度改正に伴う見直し】 



（報酬の算定に関する事項） 

個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い（介護サービス包括型、日中サービス支援型）                 

令和６年３月 31日までとされている重度障がい者に係る利用者ごとの個人単位での居宅介護等の利用に

ついて、当該経過措置が令和９年３月 31日まで延長されました。ただし、所要時間が８時間以上である場合

は、所定単位数の 100分の 95の算定となります。              【令和６年度制度改正に伴う見直し】 

【以下は変更なし】 

（１）共同生活援助事業所又は日中サービス支援型共同生活援助の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又

は行動援護の対象者であって、区分４以上に該当する者で居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場

合。 

（２）区分４以上に該当する者が、居宅介護（身体介護中心である場合に限る）の利用を希望しており、当該利用

者の個別支援計画に居宅介護の位置づけがされており、かつ居宅介護の利用を、市町村が必要と認める場合。 

 

 

夜間支援等体制加算                                 

●１人の夜間支援員が複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合は、少なくとも一晩につき１回以上は共同生活

住居（サテライト型住居で巡回の必要がないとあらかじめ判断したものは除く。ただし、この場合であっても就寝前

後に電話等により当該利用者の状況確認を行うことが必要。）を巡回しなければならないが、巡回を行っていない。

（この場合は算定できません。）＜Ⅰ型及びⅡ型の場合に限る＞ 

●夜間支援についてのサービス提供記録（支援内容、利用者の状況、特記事項など）が整備されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

１ 夜間支援等体制加算（Ⅰ）の算定にあたっては、夜間支援の内容について、個々の利用

者ごとに、個別支援計画に位置付けること。※夜間支援の必要性を明確にしておくこと。 

２ 夜間支援の内容について、記録を残すこと。（内容）支援を行った時間、支援の内容、利

用者の状況等 

３ 加算の算定にあたって用いる単位区分は、夜間支援従業者が支援を行う共同生活住居毎

の前年度平均利用者数（夜間支援の提供の有無に関わらず全入居者を対象とする）で算

定すること。※指定共同生活援助事業所全体の前年度平均利用者数ではない。 

 



第２４条の２ 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、地域住民又はその自発的

な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、施設障害福祉サービスの提供に当たっては、利用者及びその家族、地域住民の

代表者、施設障害福祉サービスについて知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会（テ

レビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）（以下この条において「地域連携推進会議」という。）を

開催し、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、

必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、前項に規定する地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年に一回以上、地

域連携推進会議の構成員が指定障害者支援施設等を見学する機会を設けなければならない。 

４ 指定障害者支援施設等は、第二項の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公

表しなければならない。 

５ 前三項の規定は、指定障害者支援施設等がその提供する施設障害福祉サービスの質に係る外部の者による

評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事（指定都市及び中核市にあっ

ては、指定都市又は中核市の市長）が定めるものを講じている場合には、適用しない。  

  【令和６年度制度改正に伴う見直し】 

第３条  （略） 

４ 指定障害者支援施設等は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の地域生活

への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確認するとともに、法第七十七条第三項各号に掲げる事

業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿っ

て地域生活への移行に向けた措置を講じなければならない。 

５ 指定障害者支援施設等は、利用者の当該指定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利

用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者の当該指

定障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談

支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わなければならない。   

  【令和６年度制度改正に伴う見直し】 

１０ 障がい者支援施設（施設入所支援） 
 

（一般原則） 

一般原則               

  すべての入所者に対して、地域移行及び施設外の日中サービス利用の意向を確認し、希望に応じたサービス

利用にしなければならないことが運営基準に規定されました。 

 

（運営に関する基準） 

地域との連携等                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 基準第 24条の 2は、指定障がい者支援施設等の事業が地域に開かれた事業として行われるよう、

指定障がい者支援施設等は、地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域と

の交流を図らなければならないこととしたものです。 

② 同条第 2項に定める地域連携推進会議は、指定障がい者支援施設等が、利用者及びその家族、地

域住民の代表者、福祉や経営について知見を有する者並びに市町村の担当者等に対し、提供してい

るサービス内容等を明らかにし、地域との連携により、効果的な事業運営、サービスの透明性及び

質の確保、利用者の権利擁護等を目的として設置するものであり、各施設が自ら設置し、おおむね

年 1 回以上開催しなければなりません。この地域連携推進会議は、施設の指定申請時には、既に

設置されているか、確実な設置が見込まれることが必要となるものです。 

地域連携推進会議は、ウェブ会議システム等を活用して行うことができるものですが、厚生労働

省「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」等を遵守してください。 

③ 地域連携推進会議の開催のほか、おおむね 1年に 1回以上、地域連携推進会議の構成員（以下「地

域連携推進員」という。）が指定障がい者支援施等を見学する機会を設けてください。 

なお、居室の見学については、当該居室の利用者の了承を得たうえでなければ、行ってはなりま

せん。 

④ 地域連携推進会議における報告等の記録は、同条第４項の規定に基づき、５年間保存しなければ

してください。 

                         【令和６年度制度改正に伴う見直し】    

 



第２４条の３ 指定障害者支援施設等は、利用者の地域生活への移行に関する意向の把握、利用者の当該指定

障害者支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等の把握及び利用者の当該指定障害者

支援施設等以外における指定障害福祉サービス等の利用に関する意向の定期的な確認(以下この条において

「地域移行等意向確認等」という。)を適切に行うため、地域移行等意向確認等に関する指針を定めるとともに、

地域移行等意向確認担当者を選任しなければならない。 

２ 地域移行等意向確認担当者は、前項の指針に基づき、地域移行等意向確認等を実施し、アセスメントの際に

地域移行等意向確認等において把握又は確認した内容をサービス管理責任者に報告するとともに、当該内容

を第二十三条第六項に規定する施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議に報告しなければならない。 

３ 地域移行等意向確認担当者は、地域移行等意向確認等に当たっては、法第七十七条第三項各号に掲げる事

業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者と連携し、地域における障害福祉サービ

スの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向けた支援を行うよう努めなければならない。   

  【令和６年度制度改正に伴う見直し】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

施設障がい福祉サービス計画の作成等                     
 

● 施設入所支援における夜間の支援内容と日中活動における支援内容が明確に区別されていない。 

 

 

 

 

 

 

地域移行等確認担当者の選任等                       

 

本人の希望に応じたサービス利用に実効性を持たせるため、 

・地域移行及び施設外の日中サービス利用の意向確認を行う担当者を選任してください 

・意向確認のマニュアルを作成することが運営基準に規定されます。当該規定については、令和６年度から

努力義務化され、令和８年度から義務化されるとともに、未対応の場合は、１日につき５単位が減算となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 同条第５項に規定に基づき、地域連携推進会議の設置等に代えて、外部の者による評価及び当

該評価の実施状況の公表等の措置を実施する場合は、サービスの第三者評価等の実施状況（実施

した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果）を公表するとともに、その記録を５年

間保存してください。 

なお、５項の規定による措置を講じる場合、おおむね一年に一回以上実施する必要があります。

（厚生労働省へ確認済） 

⑥ 地域連携推進会議の設置等に係る義務付けの適用に当たっては、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令（令和６年厚生労働省令第 17号）附則第２条第１項において、１

年間の経過措置を設けており、令和７年３月 31日までの間は、努力義務とされています。 

                          【令和６年度制度改正に伴う見直し】   

サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家

族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施設

障がい福祉サービスごとの目標及びその達成時期、施設障がい福祉サービスを提供する上で

の留意事項等を記載してください。 

 

① 地域移行等意向確認等について 

地域移行等意向確認等については、地域移行等意向確認担当者が中心となって、少なくとも 6月

に 1回以上は行うことが望ましいです。         【令和６年度制度改正に伴う見直し】 

 

② 地域移行等意向確認担当者について 

地域移行等意向確認担当者は、利用者の解決すべき課題を把握した上で、施設障がい福祉サービス

計画の作成及び提供したサービスの客観的な評価等を行う役割を担うサービス管理責任者、又は地

域における相談支援体制や障がい福祉サービス提供体制等について知識を有する者を選任するこ

とが望ましいです。                 【令和６年度制度改正に伴う見直し】 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （報酬に関する基準） 
 

夜勤職員配置体制加算について                          

【参考】施設入所支援の夜勤職員について 

◆施設入所支援を行うために置くべき生活支援員の員数 

（１）利用者の数が６０以下・・・１以上 

（２）利用者の数が６１以上・・・１に利用者の数が６０を超えて４０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

◆夜勤職員配置体制加算 

（１）前年度の利用者の数の平均値が２１人以上４０人以下・・・夜勤２人以上  

（２）前年度の利用者の数の平均値が４１人以上６０人以下・・・夜勤３人以上 

（３）前年度の利用者の数の平均値が６１人以上・・・・・・・・・・夜勤３人に、前年度の利用者の数の平均値が６０ 以

上を超えて４０又はその端数を増すごとに１人を加えて得た数以上 

●施設入所支援において、夜勤職員の加配を行い「夜勤職員配置体制加算」を算定しているが、必要な時間数が

確保されていない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、利用者の動向を検知できる見守り機器（利用者がベッドから離れようとしている状

態又は離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信

機能により職員に通報できる利用者の見守りに資する機器をいう。）を、当該障がい者支援施

設等の利用者の数の 100 分の 15 以上の数配置している場合には、夜勤を行う職員として

生活支援員の員数は以下の㈣から㈥とおりとすることができます。 

㈣ 前年度の利用者の数の平均値が 21 人以上 40 人以下の場合 夜勤 1.9 人以上 

㈤ 前年度の利用者の数の平均値が 41 人以上 60 人以下の場合 夜勤 2.9 人以上 

㈥ 前年度の利用者の数の平均値が 61 人以上の場合 

夜勤 3.9人に、前年度の利用者の数の平均値が 100を超えて 40 

又はその端数を増すごとに 1人を加えて得た数以上 

【令和６年度制度改正に伴う見直し】 

 

○夜勤職員の必要数 

前年度の利用者数が４０人の場合・・・指定基準上の１人＋１人加配＝合計２人必要 

前年度の利用者数が６０人の場合・・・指定基準上の１人＋２人加配＝合計３人必要 

○夜勤職員の配置時間 

夜間の時間帯（午後１０時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する１６時間（人

を交代しての、シフト勤務可能）をいう。）に配置する。 

 

「夜勤職員配置体制加算」において加配すべき夜勤職員の配置時間数は、施設入所支援に

おいて指定基準上必要な時間数と同様であり「午後 10時から翌日の午前 5時までの時間

帯を含めた連続する 16 時間について、生活支援員を配置すること」となっているため、

その時間帯に配置がない場合（休暇も含む）は、加算算定はできません。 

③ 地域移行等意向確認等に関する指針について 

地域移行等意向確認等に関する指針については、以下の内容を定めることが望ましいです。なお、

令和 6 年度中に指針の策定に係るマニュアルを作成する予定とのことですので参考にしてくだ

さい。 

ア 地域移行等意向確認等の時期 

イ 地域移行等意向確認担当者の選任方法 

ウ 地域移行等意向確認等の実施方法及び実施体制 

エ 地域における障がい福祉サービスの体験的な利用に係る支援その他の地域生活への移行に向

けた支援の内容 

オ 地域の連携機関               【令和６年度制度改正に伴う見直し】 

 



 

域移行促進加算（Ⅱ）について                          
 

指定障がい者支援施設等に入所する利用者に対して、地域生活への移行に向けた支援（宿泊を伴わないものに限

る。）を実施した場合に、１月につき 3回を限度として所定単位数が算定できます。 

【令和６年度制度改正に伴う見直し】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開所日数の取扱いについて                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者支援施設等の開所日数の取扱いに関するＱ＆Ａ（平成２８年３月３１日付け事務連絡） 

（開所日数の取扱い） 

問 生活支援員等の必要数の算出に用いる「前年度の平均値」の算出に当たっては、当該年度

の前年度の利用延べ数を開所日数で除して得た数とするとされているが、開所日数とは何を指す

のか。 

答 開所日数とは、基本的には運営規程で定める営業日をいうものであるが、例えば、障がい

者支援施設等が行う昼間実施サービスにおいて、運営規程上の営業日が土日を含めた日数になっ

ていたとしても、土日に昼間実施サービスの利用者がなく、実質的に昼間実施サービスを提供し

ていない場合は開所日数には含まれない。なお、生活介護の人員配置体制加算等の算定に当たり、

前年度の利用者の数の平均値を算出する場合も同様である。 

地域生活支援拠点等と連携の上、以下に例示するような地域生活への移行に向けた支援（宿泊を

伴わないものに限る。）を、指定障がい者支援施設の職員が同行した上で実施した場合に加算す

るものであること。 

指定障がい者支援施設の昼間実施サービスの時間帯に入所者に対して実施したものについても

加算の対象とします。 

（例） 

・ 共同生活援助事業所や、生活介護等（障がい者支援施設と併設しているものは除く）の通所

事業所への見学や事業所内での食事の体験 

・ 地域の活動（自治会等の地域様々な主体が開催する催し等）への参加 

・ 現に１人暮らしをしている障がい者の生活状況の見学 

・ 買い物や公共交通機関の利用等の地域の暮らしを想定した体験 

                          【令和６年度制度改正に伴う見直し】 


